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更正処分に対する不服申立てについて 

 

 

 当社は、2021年２月９日付け「2021年３月期第３四半期累計期間における過年度法人税等の計上

および 2021 年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました下記事項

について、2021年３月１日、広島国税局（広島西税務署）より、更正処分を受け、追徴税額を納付

いたしました。 

当社といたしましては、これまで法令に従い適正な税務処理を行ってきたものと認識しておりま

すので、本日、広島国税局へ当該更正処分に対する不服申立手続を開始しましたことをお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．過年度法人税等の計上について 

 2019 年８月より行われていた広島国税局の調査において、この度、当社および当社米国の一部

子会社に対して提起された米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所における集団訴訟等について、

当社が原告等との間で行った和解に基づき支払った和解金の相当部分につき、当社米国の子会社が

支払うべきものであったとの当局の見解に基づき、課税処分が行われる見込みとなりました。（当

該和解については、2017 年９月14 日付「米国集団訴訟等の和解に関するお知らせ」をご参照く

ださい。） 

 当社といたしましては、これまで法令に従い適正な税務処理を行ってきたものと認識しておりま

す。従って、当社は、この更正通知書を受領した段階で税額を一旦納付した上で、当該更正処分に

対して不服申立てを行う予定であります。 

 

 

以 上 


